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議会の動き
平成３０年９月

第４回定例議会

　平成３０年９月１３日に招集され、下記の報告１件、議案１７件が議決され、決議１件

が承認されました。

記

報告第１０号　　財政健全化判断比率について

議案第４０号　　過疎地域自立促進市町村計画（変更）について

議案第４１号　　辺地総合整備計画（策定）について

議案第４２号　　野迫川村教育委員会委員の任命について

議案第４３号　　�平成２９年度野迫川村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

議案第４４号　　�平成２９年度野迫川村後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

議案第４５号　　平成２９年度野迫川村介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

議案第４６号　　平成２９年度野迫川村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

議案第４７号　　平成２９年度野迫川村代替バス事業特別会計歳入歳出決算認定について

議案第４８号　　平成２９年度野迫川村温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について

議案第４９号　　平成２９年度野迫川村分収造林事業特別会計歳入歳出決算認定について

議案第５０号　　平成２９年度野迫川村一般会計歳入歳出決算認定について

議案第５１号　　平成３０年度野迫川村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算

　　　　　　　　（第１号）

議案第５２号　　平成３０年度野迫川村後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出補正予算

　　　　　　　　（第１号）

議案第５３号　　平成３０年度野迫川村介護保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第１号）

議案第５４号　　平成３０年度野迫川村簡易水道事業特別会計歳入歳出補正予算（第２号）

議案第５５号　　平成３０年度野迫川村代替バス事業特別会計歳入歳出補正予算（第１号）
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議案第５６号　　平成３０年度野迫川村一般会計歳入歳出補正予算（第４号）

決議第　１号　　２０２５年国際博覧会の誘致に関する決議について　

 一般質問 　西田議員

【消防体制について】

　平成２７年４月から奈良県広域消防組合への加盟により消防救急体制が確立し、平成

２８年４月に野迫川分署が完成され村内の救急に対して安心して暮らせる村となり、村

民一同喜んでいることと思います。

　しかしながら、今年に入り火事が３件発生しましたが、幸い大きな火災にはなりませ

んでしたが、現在の消火体制には少し疑問を感じております。

　平成２７年以前では、火事・救急は役場に連絡が入り、消防団長・分団長への連絡体

制がスムーズであったように思われます。

　近隣の村では、役場内に本部分団を置き、火事が発生した際、役場の本部分団がすぐ

に初動対応にあたり、火災現場付近の分団に出動を要請して火災に対応している所もあ

ると聞きました。

　野迫川村に於いても役場内に本部分団を置くことで、役場 ･広域消防・消防団の三者が、

効率よく動けるかと思われます。

　また本部分団員として村外に住む役場職員が所属することで、村民の生命と財産を守

る意識が一層高まるかと思います。

　この件について、お聞きいたします。

 回　　答 　⻆谷村長

　本村においては、奈良県広域消防組合に参画するまで、火災の場合は役場に連絡があり、

その上で消防団長および分団長への連絡を持って消火活動を行っていただいておりまし

た。また、救急の場合につきましても、役場への連絡を持って、役場職員による救急搬

送を行ってまいりました。

　本村が奈良県広域消防組合に参画した理由として、消防・救急体制の確立を行わなけ

れば、他市町村のスタートラインにも並ぶことは出来ないとの思いがあったからです。

　実際、広域消防組合に参画後は、ドクターヘリの就航開始もあって、救急の面では村

民の皆様にも十分に安心していただけているものと思います。

　一方、消防の面では、今年に入って１件の車輌火災、２件の林野火災が発生しており
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ます。本村においては数年ぶりの火災発生であり、また、広域消防参画後の火災発生と

いうこともあり、連絡体制、出動体制、役割分担などが不明確となっていました。

　このため、本年５月２１日に、臨時の野迫川村消防団分団長・副分団長会議を開催し、

火災発生時の広域消防組合から消防団および役場への自動通知および、消防団と役場が

連絡を密にしながら団長が各分団に出動を命ずるという指揮系統を確認し、火災発生時

の広域消防組合・消防団 ･役場の三者による連絡体制、出動体制を確立したところであ

りますので、今後も有事の際は三者が連携しながら遺漏のないよう対応してまいりたい

と考えております。

　また、先の火災発生においては、役場の通常業務を停止させることなく、活動可能な

職員に消火活動を行うよう、私から指示を行ったところですが、私が指示をする前に、

役場職員が広域消防組合と連絡を取り合いながら、率先して消火活動の準備を行ってい

ました。このことは、本村役場職員の意識の高さを示すものと感じており、今後もさら

に意識の高揚を図ってまいります。

　しかし、本村の活動人口は減少の一途をたどっており、消防団員の入団希望者も減っ

ている状況であり、役場分団の結成について、他市町村の状況や問題点などの洗い出し

を行い、その上で積極的に進めてまいりたいと存じます。

　なお、日頃より消防団活動に邁進されている団員の皆様におかれましても、今後より

一層の防災意識の高揚に励まれますようお願い申し上げます。

 一般質問 　西田議員

【人口減少について】

　現在、野迫川村の人口がついに４００人を切ってしまいました。このことに対して村

長の率直な思いと、今後どのような事を考えておられるのか、お聞きします。

 回　　答 　⻆谷村長

　人口減少についてのご質問ですが、議員もおっしゃるように、とうとう４００人を切っ

てしまうという状況になりました。また、６５歳以上の高齢化率も、４７パーセントを

超えております。このままでは、先ほどご質問のあった消防団活動も含め、村内活動が

立ち行かなくなるのではないかと危惧しているところですが、全国の過疎に悩む市町村

も同様の状況であると認識しており、今後、本村は状況の悪化を防ぐ施策をとっていか

なければならないと考えております。
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　これまで、きのこ栽培の推進による産業興し、旧北今西小学校を活用した移住 ･定住

施設の建設、住みよい村づくりのためのゴミ回収、安心して暮らすことのできる消防 ･

救急体制の確立、地域おこし協力隊の導入など各施策を推進して人口減に対処してきた

ところです。今後も、村民の生活を守りながら、村と関わりのある人、いわゆる「関係

人口」の増加に向けて道路整備の推進、村のＰＲの展開を図り、まずは本村に興味を持っ

ていただき、一度訪れていただきたいと考えています。

　来年野迫川村中学校は全校生徒３名になります。これは平成２５年に続き、２回目と

なります。突然の転出によるものではありますが、来年度奈良県へき地教育振興大会の

野迫川大会の年でもあり、教職員の確保をしつつ、過疎の村の現状を多くの関係者に知っ

ていただく機会になると思います。

　本州で一番人口の少ない野迫川村ではありますが、さらに人口が減少すると考えます。

そこで、自分たちが何をしたいのか、何をすべきなのかを真剣に考えるべきだと思います。

５年後、１０年後どうなっていたら自分たちが楽しいか、笑顔でいられるか、そう考え

たいと思います。少人数だからできること、村外に誇れること、災害になれば恐怖にな

るが、普段は美しい自然があること、学校教育や福祉に取り入れていることが現在も多

くあります。野迫川村の存在感をアピールすることはとても重要なことであります。そ

れと同時に、村民それぞれがこの村に住んで、生活して、楽しもうとする自覚が大事で

あると考えます。そこに議会と行政の連携による野迫川版地方創生をしていきたいと考

えます。「始めなければ何も始まらない」今しなければならないことを着実に行っていき

たいと考えます。

　１０月６日から１２月２日まで、奈良県立美術館で行う野迫川村展示「天空の國のせ

川モノがたり」についても、本村を知っていただこうという施策の一環です。今年リニュー

アルするホームページも有効活用しながら、野迫川村を発信してまいります。

　議員の皆様、村民の皆様も、村の広報大使としてＰＲをより一層お願いしたいと思い

ます。
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一 般 会 計 決 算

特 別 会 計 決 算

国民健康保険特別会計決算　事業勘定

単位：千円

単位：千円

歳 入
1,829,400千円

歳 出
1,730,787千円

歳 入
93,596千円

歳 出
86,679千円

歳 出
62,232千円

歳 入
63,089千円

村税　72,437諸収入　16,115

地方交付税
868,359

繰越金�
332,603

村債�
162,800

国庫支出金�
146,153

分担金及び負担金�
2,399

議会費　36,330

災害復旧費
19,637

村民税
19,389

固定資産税
50,794

軽自動車税
1,712

市町村たばこ税
542

総務費
486,150

衛生費
93,755

国民健康保険税
7,691

国庫支出金
38,806

療養給付費交付金
22,882県支出金

3,252

総務費
20,369

諸支出金
13,508

介護納付金
3,141

共同事業拠出金
11,213

保健事業費
310

保険給付費
32,624

後期高齢者医療拠出金
5,514

共同事業交付金
9,502診療収入

26,774

総務費
42,365

医業費
18,462

使用料及び手数料
9

繰入金
3,411

繰越金
8,052

農林水産商工費
309,075

土木費
232,403

消防費
61,658

教育費
94,526

公債費
275,861

民生費
121,392

使用料及び手数料�
19,490

地方譲与税� 10,461
利子割交付金� 109
配当割交付金� 419
株式等譲渡所得割交付金� 414
自動車取得税交付金� 3,449
地方特例交付金� 0
地方消費税交付金� 8,026

財産収入� 859
寄附金� 2,420
繰入金� 229

村税の内訳
　72,437千円

繰入金
27,192

繰越金
8,175

諸収入
225

公債費
199施設整備費

1,206

県支出金�
182,658

交付金　114
村債　600
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後期高齢者医療特別会計決算

代替バス事業特別会計決算

介護保険事業特別会計決算

温泉事業特別会計決算

簡易水道事業特別会計決算

健全化判断比率 平成２８年度 平成２９年度 早期健全化基準（※）
①実質赤字比率 ―％ ―％ 15%
②連結実質赤字比率 ―％ ―％ 20%
③実質公債費比率 9.4％ 9.3％ 25%
④将来負担比率 25.4％ ―％ 350%

特 別 会 計 決 算 単位：千円

歳 入
10,921千円

歳 入
16,996千円

歳 入
76,436千円

歳 入
1,462千円

歳 入
78,921千円

歳 出
10,752千円

歳 出
15,837千円

歳 出
74,405千円

歳 出
1,462千円

歳 出
75,096千円

繰越金�1

後期高齢者
医療保険料
4,975

後期高齢者医療広域連合納付金
10,209

繰入金
5,123

保健事業費
461

繰越金
386

諸収入 437

総務費 81
諸支出金 1

保険料
9,438

国庫支出金
19,967

支払基金交付金
14,850

総務費
7,927

諸支出金 2,556

基金積立金
2,000

保険給付費
52,272

地域支援事業費
9,650

県支出金
9,964

繰入金
12,881

繰越金
9,335

諸収入�1
使用料及び手数料 3,561

国庫支出金
10,234

県支出金
38

繰入金
36,121

村債
28,300

繰越金
667

水道事業費
62,375

公債費
12,721

村営バス事業費
15,837

公債費
1,462

使用料及び手数料
2,764使用料及び

手数料
1,000

繰入金
461

繰入金 14,000

繰越金 232

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、
財政健全化判断比率を公表します。

平成２９年度　健全化判断比率報告書
　早期健全化基準とは村の財政が健全であ
るかどうかを図る４つの指標（実質赤字比
率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、
将来負担比率）の基準値であり、この基準
値を上回ると、財政健全化計画の策定、外

部監査の要求などが必要になります。
　野迫川村は、これら４指標についてすべて早期健全化基準を下回っており、財政は「健全」であるといえます。

（7） 平成30年９月



 人事行政の運営等の状況の公表 
　地方公務員法第５８条の２の規定により、人事行政運営における公平性、透明性を高めるため、

野迫川村人事行政の運営等の公表状況の公表に関する条例に基づき公表します。

１．職員の任免及び職員数に関する状況
（１）部門別職員の状況

部　　門 Ｈ２９.４.１ Ｈ３０．４．１ 増減数 備　考

一
般
行
政
部
門

議 会 １ １ ０
総務・企画 ９ １０ １
税 務 ２ １ △１
民 生 ３ ４ １
衛 生 １ １ ０
農 林 水 産 ３ ２ △１
商 工 １ ２ １
土 木 ６ ６ ０
小 計 ２６ ２７ １

特
別
行
政

教 育 ４ ４ ０

小 計 ４ ４ ０
普 通 会 計 計 ３０ ３１ １
公
営
企
業

そ の 他 ６ ７ １

小 計 ６ ７ １
総 合 計 ３６ ３８ ２

※�この表の職員数は一般職に属する職員数であり、臨時または非常勤職員は
除いています。

２．職員の給与の状況
（1）人件費（一般会計予算）平成２９年度決算

区　　分 住民基本
台帳人口 歳出額　A 実質収支 人件費　B 人件費率

（B／A）

平成２９年度 30.3.31現在
405人

千円
1,730,787

千円
56,036

千円
143,359

％
8.28

（2）職員給与費の状況（一般会計予算）平成３０年度予算

区　　分 職員数A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　B １人当たり給与費
（B／A）

平成３０年度 人
38

千円
101,382

千円
21,757

千円
36,093

千円
159,232

千円
4,191

※給与費は、当初予算に計算された額であり、退職手当、特別職の報酬等は含みません。

（3）職員平均給与月額、平均年齢の状況
（平成３０年４月１日現在）

区　　　　分 平均給料月額 平　均　年　齢
一般行政職 ２６１，４１８円 ３５．７歳
医　療　職 ２４９，８５０円 ３５．５歳

（4）職員の初任給の状況
（平成３０年４月１日現在）

区　　　分 一般行政職 医　療　職 単純労務職
高　校　卒 147,100円 183,200円 142,000円
大　学　卒 179,200円

（２）採用者数について

平成29年度採用
事務職 ３人
技能職 ０人

（３）退職者について

平成29年度退職
定　年 １人
その他 １人
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３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（1）勤務時間

１週間の正規の勤務時間 勤務時間の割振り 休憩時間 勤務を要しない日
３８時間４５分 午前８時３０分～午後５時００分 午後０時～午後０時４５分 日曜及び土曜日

（2）主な休暇・休業制度
年次休暇

一暦年２０日、残日数は最大２０日繰越し

（3）特別休暇の導入状況
理　　　　由 期　　　　　　　間 理　　　　由 期　　　　　　　間

公民権行使 必要と認められる期間 育児時間 １日２回３０分以内
証人、参考人等出頭 必要と認められる期間 妻の出産 ２日の範囲内
骨髄移植 必要と認められる期間 男性の育児参加 ５日以内
ボランティア １年の間に５日の範囲内 子の看護 １年の間に５日の範囲内
結婚 連続する５日の範囲内 忌引き 別に定める期間
産前 出産予定６週間 夏期 ７月から９月の期間において３日間
出産 産後８週間 天災被害 ７日の範囲内
生理 １回につき２日以内 出勤困難 必要と認められる期間

〔年次休暇の状況〕平成29年１月１日から平成29年12月31日
総付与日数
（ａ）

総取得日数
（ｂ）

全対象職員数
（ｃ）

平均取得日数
（ｂ）／（ｃ）

消化率
（ｂ）／（ａ）

日
９７１

日
２８５

人
２６

日
１１．０

％
２９．４

（5）一般行政職の級別職員数の状況（平成３０年４月１日現在）
区　分 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 計
職務内容 主事補・主事 主　事 係長・課長補佐 課長・参事 課長・参事
職員数 ５人 １５人 ５人 ６人 １人 ３２人
構成比 15.6％ 　46.9％ 15.6％ 18.8％ 3.1％ 100.0％

（※再任用職員は除く）

③その他の諸手当（平成３０年４月１日現在）
区　　分 内　　　　　　　　　　　　容

扶養手当 配偶者6,500円、扶養親族10,000円、その他6,500円
満16歳の年度当初から満22歳の年度末までの子１人につき5,000円加算

住居手当 借家・借間　最高27,000円

通勤手当 交通機関利用者　全額支給
交通用具（自動車等）使用者2,000円から距離により支給

（7）特別職の報酬等の状況（平成３０年４月１日現在）

区　　分 給料報酬
等の月額

期末手当支給割合
６月期 １２月期 計

村　長 630,000円 1.575月分 1.725月分 ３．３月分
副村長 550,000円 1.575月分 1.725月分 ３．３月分
教育長 510,000円 1.575月分 1.725月分 ３．３月分

（6）職員手当の状況（平成３０年４月１日現在）
①期末・勤勉手当

区　　分 期　末　手　当 勤　勉　手　当
６月期 １．２２５月分 ０．９０月分
１２月期 １．３７５月分 ０．９０月分

計 　　２．６月分 　１．８月分

②退職手当（平成３０年４月１日現在）

区　　分
支給率

定年退職
２０年勤続者 25.55625月分
２５年勤続者 34.5825月分
３５年勤続者 49.5900月分
最高限度 49.5900月分

（9） 平成30年９月



４．職員の分限及び懲戒処分の状況
（1）分限処分者数� 《平成２９年度》単位：人

処分の種類
処分事由 降任 免職 休職 降給 合計 失職

勤務実績が良くない場合 ０ ０ ０
心身故障の場合 ０ ０ １ １
職に必要な適格性を欠く場合 ０ ０ ０
職制、定数の改廃・予算の減少により廃職・過員
を生じた場合 ０ ０ ０

刑事事件に関し起訴された場合 ０ ０
条例で定める事由による場合 ０ ０ ０

合　　　計 ０ ０ １ ０ １
地方公務員法第２８条第４項により失職した者 ０
地方公務員法第２８条第４項に基づく条例により
失職しなかった者 ０

（2）懲戒処分者数� 《平成２９年度》単位：人
処分の種類

処分事由 戒告 減給 停職 免職

給与・任用に関する不正 ０ ０ ０ ０
一般服務違反関係 ０ ０ ０ ０
一般非違行為関係 ０ ０ ０ ０
収賄等関係 ０ ０ ０ ０
道路交通法違反関係 ０ ０ ０ ０
監督責任 ０ ０ ０ ０

合　　　　　計 ０ ０ ０ ０

７．職員の福祉及び利益の保護に関すること
（1）福利厚生制度に関する状況《平成２９年度》

区　　分 受診者数 内　　容　　等
人間ドック １０人 医療機関が実施する総合検診
定期健康診断 ２９人 村が実施する検診

（2）公務災害補償制度
加入団体 災害件数 災害の概要

地方公務員災害補償基金奈良県支部 ０件

５．職員の服務の状況
　　（1）育児休業及び部分休業の取得状況《平成２９年度》� 取得者３名
　　（2）介護休暇の取得者数《平成２９年度》� 取得者なし

６．職員の研修状況
テ　ー　マ 対　象　者

平成２９年度新規採用職員研修（第一部） 平成２９年度新規採用職員
平成２９年度新規採用職員研修（第二部） 平成２９年度新規採用職員

８．公平委員会に係る業務に関すること
　　（１）　職員の競争試験及び選考の状況� 該当なし
　　（２）　勤務条件に関する措置の要求状況� 該当なし
　　（３）　不利益処分に関する不服申し立ての状況� 該当なし
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平成３０年度暴力団追放功労者表彰式

野迫川村交通安全協会役員　委嘱式

　８月３０日（木）、かしはら万葉ホール（橿原市）にて、第２７回暴力団・銃器追放奈良県民大会が
開催され、奈良県警察・（公財）奈良県暴力団追放県民センターから、長年にわたる暴力団排除活動に
貢献された西田邦夫さ
ん（北股）に対し、功労
者表彰が行われました。
　今後とも、西田さん
の更なる活躍に期待い
たします。

　９月１４日（金）野迫川村役場において、野迫川村
交通安全協会役員の委嘱式が挙行されました。
　○役員について
　　会長　　別所　久男
　　副会長　小倉　豊
　　理事（女性部長）　別所　節子
　　理事（青年部長）　津田　一馬
　○任期
　　平成３０年９月１日～平成３２年８月３１日

総合型地域スポーツクラブからのお知らせ

教室名 １０月 １１月 １２月

フットサル教室（小学校体育館） ２４日（水） １４日（水） １９日（水）

健康教室
（午前：ゆうゆう苑　午後：ホテルのせ川）

５日（金）・※２３日(火) － －

　初めての方でも大歓迎です。皆様ご近所お誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。
　上記の予定は変更になることがあります。ご了承ください。
　※�８月の健康教室が台風のため、開催出来ませんでしたので、１０月２３日に延期しますので、１０月

は計２回開催します。
　また、健康教室の午前の部の会場を公民館からゆうゆう苑に変更となりましたので、お知らせします。

（問い合わせ）　野迫川村総合型地域スポーツクラブ事務局（野迫川村教育委員会内）
　　　　　　　電話０７４７ｰ３７ｰ２１０１
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第２７回村民文化祭・第２１回敬老福祉まつり

困ったら　一人で悩まず　行政相談
　行政相談所を開設します

　第２７回村民文化祭・第２１回敬老福祉まつりを下記のとおり開催します。
　舞台発表、展示、演芸、抽選会等お楽しみ盛りだくさんの内容となっておりますので、皆様お誘いあわ
せの上、是非ご来場ください。

　主　催　野迫川村・野迫川村文化協会・野迫川村文化祭実行委員会
　日　時　平成３０年１０月２０日（土）　午前９時から
　場　所　野迫川村公民館

文化祭展示作品の募集
　文化祭の展示作品を募集しています。下記の要領で出品をお願いします。
◎作品の種類
　図画（絵画）、習字（書道）、短歌、俳句、川柳、写真、手芸、工芸、生け花、盆栽　など
◎作品の規格
　【図画・習字】
　　�一般の作品については、全て額装または表装仕立てとし、仕上がり寸法は、たて・よこの長さは、２

ｍ以内とする。
　【短歌・俳句・川柳】
　　すべて短冊、または色紙とする。
　【写真】　
　　半切以上で、額装または枠張り仕立てとする。
　※手芸・生け花・盆栽等の特別な規定はありません。

問合せ先：野迫川村教育委員会事務局（電話：０７４７ｰ３７ｰ２１０１）

　１０月１５日（月）から２１日（日）までの１週間は「行政相談週間」です。
　登記、年金、保険、雇用など、国や県・役場の仕事について、困っていることがありましたら、下記の
日程で開催する行政相談所でお気軽にご相談ください。
　相談は無料で、秘密は厳守します。

【行政相談所】
　日　　時　１０月１８日（木）　午前１０時から正午まで
　場　　所　野迫川村地場産業振興センター　２階
　相談担当　行政相談委員　西田　元員

問合せ　野迫川村役場　総務課　電話　０７４７ｰ３７ｰ２１０１
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年金相談・お手続きの際は　ぜひご予約を

大規模な土地取引には届出が必要です。
提出期限は契約締結日から２週間以内です。

　日本年金機構の年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて事前予約を行っています。

お待たせ時間の少ない「予約相談」を、ぜひご利用下さい。

～予約方法～

・お電話にて

　全国共通予約専用ダイヤル　☎０５７０ｰ０５ｰ４８９０　または

　大和髙田年金事務所　☎０７４５ｰ２２ｰ３５３１

・来訪にて

　大和髙田年金事務所　大和髙田市幸町５ｰ１１

◎予約相談希望日の１ヶ月前から前日まで受付しています。

◎お申込みの際は、基礎年金番号のわかるもの（年金手帳や年金証書など）をご用意下さい。

　国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度を設けて

います。

　土地取引に係る契約（予約を含む。）をしたときは、権利取得者（例えば、買主）は、契約日か

ら２週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。

届 出 が
必 要 な
土地面積

市街化区域　　　　　２，０００㎡　以上
市街化調整区域　　　５，０００㎡　以上
都市計画区域外　　１０，０００㎡　以上

届 出 先
届出書に必要事項を記入し、添付書類（契約書の写し、地図など）とともに、土地の
所在する市町村役場に届け出てください。
届出の用紙は役場にあります。また奈良県のホームページでも入手できます。

審査内容
土地の利用目的が、土地利用基本計画などの土地利用に関する計画に適合しない場合
には、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。

罰 則
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると６カ月以下の懲役、または、１００万円以
下の罰金に処せられることがあります。

詳しくは、奈良県地域振興部地域政策課にお問い合わせください。

電話　０７４２ｰ２７ｰ８４８４(ダイヤルイン）

奈良県ホームページ　http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=4928
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危険度

高

低

気象情報に注意して、
早めに防災対策・避難行動を行いましょう

平成３０年７月豪雨災害義援金について

　８月から１０月下旬にかけては、台風や前線の影響で大雨、洪水、防風などの自然災害が発生しやすい
季節になっています。
　被害を少なくするために、気象庁が発表する気象情報や村が発表する避難情報に注意し、対策や避難は
早めに行いましょう。

　平成３０年７月に発生した豪雨により、被害を受けた被災地への義援金について、野迫川村役場及び野
迫川村国保診療所に募金箱を設置したところ、住民の皆様より、２５，９８３円のご厚志を頂戴しました。
　頂いた義援金については、去る、９月１９日（水）に日本赤十字社奈良県支部ヘ送金させていただきま
したので、当支部を通じて被災地へ送られます。
　皆様方の温かいご支援に心より厚く御礼申し上げます。

重大な災害が発生する
おそれが著しく高い場合 特別警報 避難指示

（緊急）

まだ避難していない人は、緊
急に避難場所へ避難しましょ
う。

重大な災害が発生する
おそれのある場合 警　報 避難勧告 速やかに避難場所へ避難しま

しょう。

災害が発生するおそれの
ある場合 注意報 避難準備・

高齢者等避難開始

高齢者や障害のある人など、
すぐに避難することが困難な
人は避難を開始しましょう。
それ以外の人も避難の準備を
しましょう。

気象庁・村から発表する注意報・警報及び避難情報の種類

避難時に備えておきましょう
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平成３０年度

後期高齢者医療保険料（第３期）
の納期限は

１０月１日（月）です

　平成３０年度後期高齢者医療保険料第３期の納期限は
１０月１日（月）です。
　この日までに役場窓口や、各金融機関で納付をお願いし
ます。
　また、口座振替の引落しもそれぞれこの日に行います。
　口座残高に不足がないよう、事前にご確認ください。

問い合わせ
　野迫川村役場住民課　電話０７４７ｰ３７ｰ２１０１
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人口／８月３１日現在　■世帯数　２２９戸　■人口　３９７人　■男　１９０人　■女　２０７人
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